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イギ リスの イン ド支 配

 か つ てはア ッサムと呼 ばれ,現 在は北東イ ン ドと呼 ばれて いる地域におけるイギ リ

スの支配確 立を見 る前に,イ ン ドにおけるイギ リスの勢力確立の過程を概観 したい。

 1600年,イ ギ リスの東 イン ド会社 が設 立 された。1702年 に は以 後200年 以 上 にわた っ

てイ ン ド経営の 中心地 としての機 能を 果たす,カ ル カッタ(Calcutta)の ウ ィ リア

ム ・フォー ト(William Fort)が 完 成 した。 また フランスとイギ リスの抗争は,1757

年 の プ ラッシーの戦いにおいてイギ リスの勝利 とな った ことによ り,イ ン ドでのイギ

リスの優位が決定的 とな ったので ある。

 18世 紀 になると,イ ン ド国内の シク教徒や ラージプ ト族,マ ラータ族の反乱 によ っ

て,も はや ムガール(Mughal)帝 国 は名目上の存在 とな った。1765年,東 イ ン ド会

社 はムガール皇帝 に年金 を支払い,ベ ンガル(Benga1),ビ ハ ール(Bihar),オ リッサ

(Orissa)の 徴税権 を獲得 した。 これによ って ムガ ール皇帝ぽ実質 上の支配権 を消失 し

たのであ る。1773年,東 イ ンド会社は本国政府 の監督下におかれ,ベ ンガル知事 はベ

ンガル総督 とな り,カ ル カ ッタに首都 が置かれた。そ して19世 紀 中頃には大部分 の土

候国を服属させ た。1857年,反 イギ リス闘争 と してのセポイの反乱 がお こったが これ

も鎮圧されて,1858年 ム ガール帝 国は消滅 した。 イギ リスは東 イ ンド会社 を解散 し,

1877年 ヴ ィク トリア女王はイ ン ド皇帝 とな り,イ ンド帝 国が成立 した。

ア ッサ ム地 方の イ ン ド帝 国へ の併合

 ガ ウハ ティ(Gauhati)の 王 ハ ラダ ッタ ・ブザルカル ア(Haradatta Buzarkarua)

は,ア ホム(Ahom)の 家 臣 として は無能であ ると辱めを受けて追放 され た。

 ハ ラダ ッタは,ダ ラン(Darrang)の 二人 の王,ハ ンサナラヤン1世(Hansanarayan

I)と2世 にアホムへの反乱 をそそのか した。ハ ンサナ ラヤン2世 は ハ ラダ ッタの申 し

出を受けたが,1790年 ア ホム との戦 いで敗れ,ア ホム王 ガウ リナータ ・シン(Gaurinath

Singh)の 命 令で,残 酷 な方法で死刑に処 された。 ハ ンサナ ラヤ ン2世 の息子 のク リ

シュナ ・ナラヤ ンは,17歳 で あ ったが,王 位継承権 も奪 われた。 ハ ラダ ッタは,ク

リシュナ ・ナ ラヤ ンにアホムに対 して憎 しみを抱 くダ ラン(Darrang)や カ ムル ップ

(Kamrup)の 指導 者た ちと反乱を起 こすよ うに勧めた。 これ らの反乱者 は,ゴ アルパ

ラ(Goalpara)の 元 関税取 り立て請負人(salt-revenue)で ヨーロ ッパ人商人のダニエ
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ル ・ラウシュ(Daniel Raush)に 助 けを求めた。 ラウシュは,ア ッサ ム商 人に70,000

ル ピーの借 りがあ ったの で,こ の借 りを この機会に帳消 しに しよ うと して,前 もって

アホムの王ガ ウ リナ ータ ・シンに700人 のバル カ ンダズ(Barkandaze)と 呼 ばれ る武

装 した家来を貸 し与えた。 しか し,王 の警護を していた この連 中は,モ ァマ リア派の

ヒン ドゥー教徒 との戦 いで大半が戦死 した。つ ぎに ラウシsは,ク リシュナ ・ナ ラヤ

ンに接近 した。 ラウシュは,ク リシュナ ・ナ ラヤ ンにダ ラ ンとカムル ップを領有 させ

ることを約束 して,1791年 の初 めにア ッサムを訪 れた。

 1791年,ク リシュナ ・ナ ラヤ ンは,東 イ ン ド会社 に軍事援助を依頼 し,そ の費用 を

負担 す る旨,申 し出た。東イ ン ド会社 は,ア ッサム土候 らの内政問題に巻 き込 まれた

くない とい う態度を とった。そ こで クリシュナ ・ナ ラヤ ンは3,000人 の シク教徒 やイ

ン ド各地か らの兵隊 を雇 った。 これ らのバル カ ンダズ と呼ばれ る連中は,ベ ンガルか

らの流れ者で,乞 食 を した り,盗 みを働いた りす る連 中で あ った。 ア ッサムにおいて

も,こ れ らのバルカ ンダズは略奪を働いたので ある。

 1791年12月,ク リシュナ ・ナラヤンは ハ ラダ ッタ と と もに,ブ ータン と ビジニ

(Bijni)か らア ッサ ムに入 り,ダ ランの王と名乗 つて,ガ ウハテ ィに向 けて進軍 した。

やがて ク リシュナ ・ナ ラヤ ンは,ガ ウハテ ィの北方 に い た り,ア ホム王ガ ウ リナ ー

タ ・シンの軍隊を破 って,1792年2月 には,ブ ラマ プ トラ川の北岸 に達 した。 しか し,

彼 の軍隊の主力をなすバルカ ンダ ズは略奪 の限 りを尽 くしたのである。

 バル カ ンダ ズを 自らの力で追 い払えないことを知 った アホム王のガ ウリナータ ・シ

ンは東 イ ン ド会社に援 助を求 めた。東イ ン ド会社 は,ク リシュナ ・ナ ラヤンが,東 イ

ンド会社 の領地 において徴兵行為 を行な ったこともあり,そ の ような略奪行為に対 し

て,東 イ ン ド会社の名前を使 ってはならないとい う警告を発 した。 それに対 して ク リ

シュナ ・ナ ラヤ ンは,バ ル カンダズの一行は賃金 に見合 った行為を して いるだ けで,

東 イン ド会社 には関係 ない旨回答をよせて きた。

 一 方ガ ウ リナータ ・シ ンは,ラ ウシュを招 き,ア ホム王 国の荒廃を東 イ ン ド会社 に

報告 して もらお うと考え た。 ラウシsは,膨 大な借金 を帳 消 しにす るためにも,何 艘

かのボー トに塩,宝 石,サ ンゴ,ガ ラス,絹 を積んで1792年4月 ガ ウハ テ ィにおもむ

いた。彼は北ガ ウハ テ ィの ク リシュナ ・ナラヤ ンに会 い,ア ッサムの王 との仲介役を

買 って 出た。ク リシュナ ・ナラヤンとの交渉中の1792年6月,新 たな600人 の バル カ ン

ダズが ア ッサムの地 にやって きた。6月30日 バ ルカ ンダズはラウ シュのボー トを襲 い,

ラ ウシュとア ッサムの役人 は辛 う じて逃れ ることがで きただけであ った[BARUAH

1985:326-330]。
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ウェル シュ大 尉 の ア ッサ ム遠征

 自 らの手 で,こ の事態を扱えな くな った アホム王 ガ ウ リナータ ・シンは,東 イン

ド会社に軍費 を負担す るので 援軍 を求める手紙 を送 った。 総督 の コーンウォ ーリス

(Gomwallis)卿 は,自 衛 のための戦争以外 を禁 じた法律があ るに もかかわ らず(Pitt's

India Act 1784),ア ッサムの民情 を知 り,通 商を行な う最大のチ ャンス と考え,1792

年9月,ウ ェル シュ(Welsh)大 尉以下360人 の セポイ(Sepoyイ ン ド人傭兵)を ア ッ

サ ムに送 った。 ウェル シュは,1792年11月16日 に はガ ウハテ ィに到 り,ナ ガル ・ベ ラ・

ヒル(Nagar Bera hill)で,ア ホムの王 ガ ウリナータ ・シンを救 出 した。 ウェル シュ

は,11月25日,奇 襲 を行 ない,ガ ウハテ ィを奪回 した。11月27日,ウ ェル シュ大尉は,

バ ル カ ンダズの首領 に手紙 を送 り,10日 以 内にガ ウハ テ ィに来 るように手紙 を送 った。

しか し,バ ルカ ンダズは命令 に従わなかったので,12月6日,ウ ィリアム(William)

少 尉 の率いる部隊が,1,500人 に もおよぶバル カ ンダ ズを追い払い,ア ッサ ムに平和を

もた らした。 ク リシュナ ・ナラヤ ンは,ハ ラダ ッタ とともにブ ータ ンに逃れた。

 ウェル シュ大尉 は,バ ル カ ンダズを駆逐す るとい う役 目を果た し,ア ホム王 ガ ウ リ

ナ�^ ・シンの地 位を回復す ることに努力 したが,こ のガ ウ リナータ ・シ ンは阿片 中

毒でいかに も無能 であ った。 ウェル シュ大尉 はこのガ ウ リナ ータ ・シンを見限 り,ク

リシュナ ・ナ ラヤ ンとハ ラダ ッタにイギ リスに楯突 くことの無駄 を説 き,ガ ウハ テ ィ

に来 ることを勧 めた。彼 らは400人 の バル カ ンダ ズと ともに、1793年5月20日 ガ ウハ テ

ィに到着 した。 そ して彼 は,ダ ランのラ ジャ(Raj a)に 復 帰 した。

 1793年2.月28日,ガ ウ リナータ ・シンとウェル シュ大尉は,ア ッサムの通商条約 に

調印 した。その後,ウ ェル シュ大尉はア ッサ ムの内紛にかかわ りつつ駐留を続 けた。

しか し,ウ ェル シュの分遺隊 の駐留費の負担 をめ ぐって,ア ホム王 国との間に問題が

生 じ,4月21日 に は,ウ ェル シュ大尉は7月1日 まで に東 イ ンド会社 の領土内に引 き

上 げるように命令を受けた。 そ して,ウ ェル シュ大尉は非常な失望 のうちに,7月1

日にガウハテ ィを出発 した[BAR.uAH l985:326-346]。

 ウェル シュ大尉 は,そ の時まで閉ざ された アホム王国に,東 イ ン ド会社の肩書で,

入 国 した最初の人 物 とい うことにな る。 この ウェル シュ大尉の遠征以降 イ ギ リス と

ア ッサ ムの間で,通 商関係 が開かれ ることとな ったのである。

 一 方東に 目を転 じる と,ビ ルマ最期 の王朝であ るア ヴァ王朝は,18世 紀 か ら19世 紀

は じめにか けてア ッサムへ進出 した。ア ッサムに おけるイギ リスの弱体 に乗 じて,ビ

ルマの王は,1818年 に は,か つてアラカンに朝貢 したベ ンガル諸地域の割愛を要求 す

る書簡 をベ ンガル総督に送 りつけ,1819年 に は,ア ッサ ムを 占領 した。 そうして1823
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年末,カ ル カ ッタ占領 をめざす ビルマ軍が東部ベ ンガル に進撃 し,1824年 イギ リスは

これに宣戦 し,全 面戦争に入 ることとな った。 これが第一 次 ビルマ戦争で ある。

 1824年1月,ブ ラマプ トラ川の ビルマ総督が カチ ャール(Cachar)に 侵 入する意図

があることを知 ったイギ リスは,600名 か らなる部 隊を派遣 しこれを撤退 させた。 つ

づ いて,5月 には3,000名 の 兵 と若干の砲,一 砲艦 をともな ったイギ リス軍 が,ガ ゥハ

テ ィに集結 した。 ビルマ軍 は住民を虐殺 しなが ら上部ア ッサムの マ ラ・ム ーク(Mara

Mukh)へ 撤退 した。 しか し季節 は雨季 とな り,イ ギ リス軍 はガ ウハテ ィに滞在 を余

儀 な くされ た。 その 隙に 乗 じふたたび ビルマ軍 は コ リアバ ール(Koliabar),ラ バ

(Raha),ノ ウゴ ン(Nowgong)ま で 侵攻 した。 雨季 が明 けた10月,イ ギ リス軍は行

動を開始 しビルマ軍を 敗走 させ, ビルマ軍 は ジ ョルハ ッ ト(Jorhat)に 退却 した。

1825年1.月27日,イ ギ リス軍 の シブサガル(Sibsagar)に 近 いランプ ール(Rangpur)

の ビルマ軍要塞 を攻撃 し,ビ ルマ軍の敗戦 は決定的 とな った。

 一 方 この地における約7,500人 と推定され る ビルマ系の シンポ ー(カ チ ン)族 の横

暴 は,目 にあま るものがあ った。 ビルマ軍の 占領中,シ ンポー族はア ッサム人をたえ

ず攻撃 し,数 千人 の奴隷をア ッサムか ら連れ 出 していた。1825年,ふ たたび ビルマ人

がバ トカイ(Patkai)山 脈 を越えて現 われたが,シ ンポー族 はこれ らビルマ人と呼応

して行動 を起 した。イギ リス軍は ヌーフヴィル(Neufville)大 尉 を送 って,ノ ア ・デ

ヒン(Noa Dihing)川 を遡 行 し,ピ サ(Bisa)付 近 の シンポー族 の部落か ら彼 らを駆

逐 した。 これ以降 ビルマ人の ア ッサ ムへの侵略 はとだえたので ある。

0方 マニプール(Manipur)を ビルマ人 か ら開放 す る試 みは,ガ ンビール ・シン

(Gambhir Singh)が 組織 したマ ニプール人 とカチャ リ人 との混成部隊 によってお こ

なわれた。 この部隊の指揮 はイギ リス軍ペ ンバー トン(Pemberton)中 尉 によって指

揮 されたので ある。

 イ ギ リスは ビルマの首都アヴ ァ(Ava)近 辺 まで迫 ったため ビルマ王バ ージドーは

降伏 し,1826年2月24日 ヤ ンダ ボ(Yandabo)条 約 によって,ビ ルマはア ッサム,マ

ニプールを放棄 し,ア ラカン ・セ リムを割愛 した。 また,ガ ンビール ・シンをマニ プ

ールの王 と認あることを約束 させ られたのである。 ここにい たって,イ ギリスの ア ッ

サム支配は確立 したと言 える。

 しか しビルマ人によるブラマ プ トラ川流域の支配の結果,こ の地の情況は悲惨 を極

めた。約30,000人 の住民が奴隷 として連れ さられ,人 口が激減 したので ある。 しか し

この地方 の秩序 もやがて回復 され た。

 マ ニプ0ル はガ ムビール ・シンの手に もど った。 ジャ ンテ ィア王 ラーム ・シンには,
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山 地とスルマ(Surma)川 北岸 の所有が確認 された。 ゴービン ド・チ ャン ドラは,カ

チ ャールの王 に復帰 した。 しか し1824年5月6日 に締結 された条約 によ り,ゴ ービン

ド ・チ ャン ドラ王 は東 イン ド会社 に隷属す ることとなった。

 ブ ラマプ トラ川流域は,荒 廃が はなはだ しか った。 ア ッサム地方 は イ ギ リス によ

り永久 に支配 され るべ きであ るか,ま た は土着の王にその支配権 をまかせ るべ きであ

るかは,た びたび議論 されたが,結 局1833年 に いた って,上 部 ア ッサムのサデ ィヤ

(Sadiya),マ タ ック(Matak)を 除 いて,ア ホムのプ ランダール ・シン(Purandar

Singh)を 王 として彼の手にゆだねられ るべ きである とされた。 しか しその3年 後に

はプ ランダール ・シンはイギ リス と約束 した貢税 の支払を滞 らせたた めに,1838年10

月,こ の地はイギ リス領 に併合 されることとな った。 そ して1823年11月,南 はカチャ

ールか ら北は シッキムにいたる東部国境に対する総督理事官にデヴ ィッド ・ス コッ ト

(David Scott)が 任 命 された。 ここにアホム王国は名実 ともに滅亡 したのであ る。サ

デ ィヤ,マ タ ックも1842年 に はイギ リスに併合された。

 ガ ロ(Garo)山 地 を含むが,東 デ ュアール(Duar)を 除 くゴアルパ ラは,ム ガール

皇帝によ り1765年8月12日 か ら東 イン ド会社に譲渡 され,ベ ンガル州の一部 とな って

いた。

 1829年 デ ヴ ィッ ド・ス コッ トの提案 によりブ ラマプ トラ川 とスルマ川 との間を連絡

すべ くラニ(Rani)か ら ヌンクロー(Nungklow)を 経 てスルマ河谷 にいた る道路の

建設が開始 さ れ て い た。 この道路 が完成す るとイギ リス人が警官を送 り込 みカ ーシ

(Khasi)族 の 自治を犯す という噂がその建設現場で流れ,暴 動が発生 し,カ ーシ族 が

イギ リス部隊に攻撃 をか けて きた。 山地民 は執拗に抵抗 したが,1833年1月9日 この

反乱 も平定 され,カ ーシ族 もイギ リスの支配下に入 った。

 カ チ ャール王国は,ゴ ービン ド ・チ ャン ドラの死 後,そ の後継者 がな く,イ ン ド帝

国の直轄地に併合されたので ある。

 ジ ャイ ンテ ィア山地は ジャイ ンティア王によ って統治 されていたが,1832年 イ ギ リ

ス人4名 の殺害事件が発生 し,1835年5月15日 イ ギ リスは軍隊を派遣 して ジャイ ンテ

ィァ地 区をイン ド帝国領に併合 した。

 ブ ータ ンに隣接す るデ ュアール地方はアホムとブータ ンによって保有 されていたが,

1841年 この地方0帯 を イン ド帝 国領 とし,ブ ータ ンには年10,000ル ピ ーを支払 うこと

が約束 された。

 第 二次 ビルマ戦争は総督 ダルハ ウが ビル マを挑発 して口実をつ くり,最 後通牒 を突

きつ けて開戦 した。ダルハ ウは,大 軍で下 ビルマを占領 し,下 ビルマの併 合を要求 し
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た。 ビル マ側 これに応 じなかったが,イ ギ リスは一方 的に併合を宣言 し,1853年 ア ヴ ァ

王朝を内陸に閉 じこめ,こ こに第2次 ビルマ戦争が終結 した[山 本1960:183-184]。

 ア ッサム東部の山地に住むナガ(Naga)族 は アホム王国によって も征 服された こと

がなか った し,イ ギ リスもまたナガ族 を吸収す る意図はなか った。 しか し1866年,ア

ンガ ミ(Angami)地 方 を併合 し,そ の住 民の野蛮性を矯正す ることとな った。その結

果1889年 に は ロタ ・ナガ(Lhota Naga)族 の地方が併合 され,1889年 に はアオ ・ナガ

(Ao Naga)族 の地方 も併合された。 これによって イン ド帝 国の統治地域は ビル マ,

マ ニプ ール王国の北辺と境を接す ること となったのであ る。

 1877年 ア ンガ ミ族 が,カ チ ャ ・ナガ(Kacha Naga)族 を襲撃 した。 ア ンガ ミ族 は

コヒマ(Kohima)に む か って進撃 し,そ こを11日 間 にわた って包囲 したが,や がて

イギ リス軍 によって撃 退された。

 ガ ロ山地の住民は首狩 りを行な うことが知られて いた。 この野蛮の行為を改めさせ

るた めに,そ の全域を一つの行政単位の もとに置 くことが検討 された。そ して1869年

ひ とつの県 と してその県庁を テユラ(Tura)に 置 くこととなった。1872年 とその翌 年

バ トロ0ル 隊が この地にお くられ,こ の県のイ ン ド帝 国への併 合が完成 した。

 ル シャイ(Lushai)山 地 には,1849年 ル シャイ族 が侵 入 して きたが,懲 罰の軍隊 が

派遣 され鎮圧 された。1868年 ふ たたび侵略がお こったが,1871年 に は懲罰の軍事 行動

が効を奏 した。1889年 には チッタゴ ン(Chittagong)境 に反乱がお こった。 しか し

1898年4月1日 には この地方 もイン ド帝国領 に併合 されたので ある。

 このよ うにア ッサムがイギ リス領 とな り,イ ギ リス国民 と地方の部族民の接触 が増

えるに したがい,い ろい ろな トラブルが生 じて きた。 また僻地に茶 園が開かれ,山 地

民にかかわる事件が発生 したため,1873年 「内郭線条例」 によって,内 郭線(Inner-

1ine)が 制 定 され,イ ギ リス国民であ って も,特 別 の許可のない ものは,こ の線 を越

えることは禁止 されたのである。 また この内郭線以遠の地には,税 金を課 さなか った

のである。 また 内郭線の外側に,仮 の国境と しての外郭線 も設定 した。

 1800年 の 中頃,ブ ータ ンの東 のタ ワン(Tawang)地 方 は60マ イ ルにわた って真 っ

す ぐにアッサム平原 につ き出 して おり,こ の地 はチベ ッ ト領 と認識 されていた。1872

年 か ら73年 に ブータ ンとの国境が確定 された ときに も,タ ワンがチベ ッ ト領である こ

とはなん ら問題 とは ならなか ったので ある。

 1905年,ア ッサムは 「東 ベ ンガル および アッサム(Eastern Bengal and Assam)」

とよばれる州で形成 されていたが,こ れは比較 的短い期 間で,1912年 か らは アッサ ム

は行政長官の支配す る独立 した州 となった。1921年 に はア ッサムは州知事の支配 す る
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州 とな ったのである。 このような 目ま ぐる しい変化には,つ ぎのような政治的な事情

があ ったか らである。

 1905年7月 総督 カーゾ ンは,こ れまで単一の州 として一人の準州知事の下におかれ

ていたベ ンガル,ビ ハール,オ リッサを二つの州に分割 する こどを発表 した。理由は,

面 積,人 口ともに過大で,能 率的な行 政が困難である とい うことがその理 由であ った。

この分割は人為的な もので,大 きな反対運動 が繰 り広げ られた。 しか し1905年10月 分

割 は強行 された。 この分割の 臼,ベ ンガルー帯は大変 な反対運動が行なわれた。結局

ベ ンガルの分割 は,イ ン ドの民族運動 を大 き く進め る結果 となったのである。

 1911年,イ ギ リスの国王 ジ ョージ5世 は,初 めてイ ン ドを訪れたが,そ の折 りに こ

の評判の悪 いベンガルの分割 を取 り消 し,西 か らビハ ール,オ リッサ,ベ ンガル,ア

ッサムの州 が置かれ ることとな った。 これに よって危 険な民族運動の禍根を除 くこと

が,そ の大 きな目的であ った。 また 同時に,民 族 運動 の大 きな拠点 とな りつつあ った

カル カ ッタか ら首都を デ リーへ と移 した[山 本 1960:312]。

 同 じ1911年,イ ギ リスの一士官が仮の国境である外郭線を越えた北側で殺害 され る

とい う事件が勃発 した。 ロン ドンで は,討 伐隊を派遣すべ きであ るという決定 がなさ

れた。この ことによ り,イ ギ リス政府は外郭線を越 えて前進策を取る方向に政策変更

がなされたのであ る。 これ が ミリ討伐隊 と呼ばれ るものであ る。 ミリ族 とはアボール

族の ことであ る。

 1907年,イ ン ドと ロシアの間に協定が結ばれた。 これはチベ ッ トを,イ ン ドとロシ

アの緩衝地帯 としよ うとす る ものであ った。1911年 か ら12年 に は清亥革命がおこり,

チ ベ ッ トにおける中国の権力が崩壊 した。 この ような情勢を受けて,1913年10月,イ

ギ リスは シムラ(Simla)に お いて会議を招集 した。 この会議への出席国 は中国,チ ベ

ットそれ にイギ リスであ った。1907年 の イギ リスとロシア との協定に より,中 国を介

さないでチベ ッ トと交渉す ることは禁 じられて いたのであ る。 そのた めシムラ会議は

チベ ッ トと中国 との関係を とりつ くろ うためという口実の もとに開かれた。 この会議

の イギ リス側代表団の主席はヘ ン リー ・マクマ ホン(Sir Henry McMahon)で あ っ

た。会議 の表む きの 目的はチベ ットを外蔵 と内蔵 とに分割 して,外 蔵においては 中国

の行政権 が行使 されない ようにすること,す なわ ちイ ン ドとの国境地帯 か ら中国の影

響力を排 除す ることであ った。1914年4月,中 国代表は,外 蔵 と内蔵の境界線に関す

る協定にイニ シャルの署名を させ られたので ある。 しか し,こ れは正式な交渉成果 と

み なされず,シ ムラ会議は三国を交 え た い か な る協定 を も生みだ さなか ったので あ

る。
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 しか し実際には,シ ム ラ会議 には秘密の副産物があ った。 シム ラ会議 に先立 って,

1914年2月 か ら4月 にかけて,イ ギ リスとチベ ッ トの代表はデ リーにおいて会談を し,

チ ベ ッ トとア ッサムの境界線 に関す る合意が成 立 していた。 これがマクマ ホ ン ・ライ

ンで ある。 この協定 においては,国 境線はタワンの北方12マ イルの ところを通 ってお

り,ア ッサ ム平原 に張 り出 したチベ ットの くさびは イン ド領 に取 りこ ま れ る こ と に

な ったのであ る。 しか しこの会議 には中国は出席 を要請 されなか った し,協 定の内容

は中国には0切 知 らされ なかった。1914年3月24日 イ ギ リスとチベ ッ トとの間で この

協定 に調印が行 なわれた。マ クマホ ン ・ラインは ほぼ ヒマ ラヤの主脈に設 定 されたの

である[マ ックス ウエル 1972:48-52]。

 第 二次世界大戦 中,イ ギ リスに協力 しイン ドの独立を果た そ うと運動を進めて いた

マハ トマ ・ガ ンジーに対 して,チ ャンドラ ・ボース(Netaji Subhas Chandra Bose)

は,イ ンドの独立は戦い とるべ きであると主張 した。1943年8月1日 日本 軍の手 によ

って,イ ギ リスの植民地であ った ビルマが独立 した。 ボースは,1943年11月 に シンガ

ポールに自由イン ド臨時政府を樹立 した。 そ して,日 本軍 とチ ャン ドラ ・ボースの率

いる自由イン ド軍(INA)は,1943年9月 か らビルマか らア ッサ ムに入 り軍事行動 を

開始 した。 この作戦の 目的 は,重 慶にあ った蒋介石政府 への支援ル ー トの遮断と,イ

ン ドの武力解放であ った。1944年4月12日 には,モ イラン(Moirang)に お いて,自

由イ ンドの独立を宣言 した。そ してイ ンパ ール,コ ヒマを め ぐつて,死 闘が繰 り返 さ

れたが,1944年7月3日 大本営 か らイ ンパ ール作戦の 中止命令が出され,日 本軍 の敗

走が は じまった。 その結果,こ のイ ンパ ール作戦 において,日 本側は40,000人 の死傷

者 を数えたのである。

 1947年8月14日 イ ン ドは独立をはた した。1949年 イ ン ドは ブータ ンと条約 を結 び,

か ってイギ リスがはた して いた役割 を今後はイン ドがはたす こととな った。1959年 に

いた ると,時 の首相 ネールはイン ド国会において,チ ベ ッ トとの 国境線は マクマホ

ン ・ライ ンを採 用す ることを言明 した。1950年 の 憲法 で こ の 地域は 「北東辺境 地方

(North-East Frontier Agency, N.E.F.A.)」 と命 名され,イ ンド辺境庁の管理下 に

おかれ ることとな った。

 1947年 イ ン ドの独立 とともにア ッサムの シレッ ト(Sylhet)が パ キスタ ン(Pakistan)

に分 割 されたので ある。

 1948年,阿 片禁止令が施行 されたが,こ れは アッサムの村 々に大 きな影響 を及 ぼ し

た。 同 じくこの年,ガ ウハテ ィに高等裁判所,ガ ウハ ティ大学(Gauhati University)

や その ほかの教育機関が設置された。
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 1949年10月15日,マ ニ プールの王は シロ ンに呼ばれ,マ ニプール王国を イン ドに編

入する合 意書 に署名 させ られた。 ここにイ ン ド独立後 も自治を続けていたマニプール

王国は消滅 したので ある。1950年,ア ッサム地方 を大地震が襲 い,大 被害が発生 した。

同 じくその年の2月26日,イ ンド憲法が発布 されて,指 定部族制度が施行 される こと

とな ったので ある。

 1956年 の 春,チ ベ ッ ト東北地区で カ ンパ族 の反乱が発生,ダ ライ ・ラマはチベ ッ ト

の独 立を宣言 した。 しか しダ ライ ・ラマはチベ ッ トを追 われ る羽 目にな り,タ ワン地

区を通 って イン ドに亡命 した。

 1960年,ビ ル マの ネ ・ウイン首相は 中国 との間に国境 を確定 した。 この国境策定に

は,事 実上マ クマホ ン ・ライ ンが採用 されたのであ る。

 この間 に中国 とイ ン ドの間には国境 をめ ぐって緊張 した関係がつづいていたが,中

国が イン ドに対 して 国境確定のための交渉を呼びかけたのに対 して,イ ン ドは中国 と

の間 にいかなる国境 問題 も存在 していない とい う態度 を取 りつづけたのであ る[マ ッ

クス ウエル 1972:117-125]。

 1962年11月17日,中 国軍は国境 を越えて イ ン ド側に侵攻 した。 イ ン ド軍 は総崩 れに

な り,パ ニ ック状態の ア ッサム住民を残 して,イ ン ド軍 隊が敗走 したことに対 して,

ア ッサム住 民の不信感が増大 した[BARUAH l985:652]。 しか し4日 後の11月21日

に いた り,中 国側は一方的に停戦を宣言 し,軍 隊を撤収 したのである。 このた った5日

間の中国の とった軍事行動の意味は,国 境問題において イン ドの とっている頑 なな態

度に対す る懲罰 的な行動であ ったといわれてい る[マ ックス ウエル 1972:552-580]。

 ア ッサ ムの東方地区に おいては,ナ ガ,ミ ゾの民族 は,つ ね に独立を要求 して きた。

ナガにつ いていえ ば,彼 らはイギ リスがイ ン ドか ら撤退す るとき,ナ ガは イ ン ドの0

部 ではな く,イ ギ リスの監督下にあっただ けで,イ ン ドの独立に よって,イ ンドはナ

ガに対 す る主権 を獲得 していないと主張 した。ナガは文化的 にも民族的にも人種的に

もイン ドとは異 な り,固 有の政治的権 利を持つ ものであ ると主張 した。 この ような主

張の もとに,1947年8月14日 ナ ガ族はN.N.C.(Naga National Council)を つ くり,

独 立を宣 言 した。

 そ して,1953年 の 選挙をボイ コットした[BARuAH l985:649]。1956年 ナガ族 は

ナガ連邦政府(Naga Federal Government N.F.G.)を 樹 立 した。 これは中央政府か

らみれば,ナ ガの反乱 とい うことにな った。中央政府 は,こ の運動を武力で制圧 しよ

うとす る一方,ナ ガ ラ ンドを州 に昇格 させ る懐柔策 をとった。

 幾多の交渉 と衝突の末,1963年 に はナガ ラン ド(Nagaland)が ア ッサム州 より分割
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された。1964年9月6日 には,停 戦協定 が発行 した。 しか しN.F.G.は そ の主張 を変

えて おらず,国 際司法裁判所への提訴を主張 しているが,中 央政府は これは国内問題

であると して,国 際司法裁判所への提訴を拒否 している[落 合 1987:191]。

 1965年3月 には,ミ ゾ族 も武装 ほう起 した。 これに対 して,ミ ゾ解放戦線 はその本

部を ビル マ領の ジャングルに置 き,そ こか ら,ミ ゾラム州の周辺住民 に対 して税 金を

徴集 し,そ れ に応 じない ものを殺害 した り,あ るいは警察署を襲撃す るな どの 活動

をおこなって いるとい うのが中央政府の見解 で あ る[在 イン ド日本国大使館 1982:

37]。

 1970年,カ ーシ ・ア ン ド・ジャインテ ィア山地(Khasi and Jaintia hills)と ガ ロ

山地が ア ッサム州 よ り分離 された。

 このよ うにたかまる民族運動に対 して,中 央政府は1972年 に は,い ままでのア ッサ

ム州を分割 して民族の 自治要求に応 じることと し,1月20日 に は メガ ラヤ州を,1月21

日に はマニプール州 と トリプ ラ州 を設立 した。 それ とともに,北 東辺境地方(North-

East Fronti er Agency, N.E.F.A.)は アル ナチャル ・プ ラデ シュ(Arunachal Pradesh)

とそ の呼 び名を変え,ミ ゾ ラムとともに政府直轄地 と した[落 合 1987:192]。

 1971年 か ら1972年,バ ング ラデシュ独 立戦争が発生 した。1972年,ア ッサムにお け

る外 国人問題をめ ぐって,全 ア ッサ ム学生連合(Al1 Assam Students Union)が 結 成

された[BARUAH 1985:654]。

 そ して1979年 ごろよ り,再 びアッサム州で外国人問題が発生 した。 それは,非 アッ

サム人 と りわ けバ ング ラデ シュか らの難民が ア ッサ ム人の経済 的な権益を侵害 し,ア

ッサム人の政治的,文 化 的アイデンテ ィテ ィが喪失の危機に さらされ ると して,学 生

や市民が外国人追放を要求 し運動を展 開 した ことである。 その結果,ア ッサムか らの

石油の搬出を阻止す るという行動 に出た り した[在 イン ド日本 国大使館 1982:36]。

 ラジブ ・ガ ンジー首相 は,1985年8月15日 に,全 ア ッサム学生連合,全 ア ッサム人

民闘争会議 などのア ッサム運動指導者 との間に合 意を成立 させた。その合意において

大 きな問題点で あった外国人の認定は,1966年 を 基準 と して,そ れ以前にア ッサ ムに

来た者には市民権 を認 める。1971年3月24日 ま でにア ッサムに来た者は,選 挙人名簿

か ら削除するが,10年 の後に選挙人名簿に再録 する。1971年3月25日 以 降ア ッサ ムに

来た者は,ア ッサムか ら退去 させる とした[落 合 1987:65-66]。

 そ して1987年2月20日,ア ル ナチ ャル ・プ ラデ シュと ミゾラムが,政 府直轄地か ら

イ ン ド23番 目と24番 目の州に昇格 した[1987年2月21日 朝 日新聞]。

 1988年12月,イ ン ドの ラジブ ・ガ ンジー首相 は,イ ン ド首相 としては34年 ぶ りに 中
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国を訪問し,国 境問題を含めた諸問題を,中 国政府と話 し合いを行なった。これは,

ネール首相が,イ ンドと中国の間に国境問題はないとした態度を大きく変化させたも

のと受け取られている。そして,イ ンドと中国は,3年 間を期限として国境策定の作

業にはいることが同意された。

 1989年3月,チ ベットで青年僧侶たちによるチベット独立を求める暴動が発生した。

中国政府はチベット自治区全域に対 して,戒 厳令を出し,チ ベットへの外国人の立ち

入りを禁止 した。

                                 (栗田靖之)
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